
　

海
上
保
安
庁
で
は
、
海
上
に
お

け
る
事
件
・
事
故
な
ど
の
緊
急
通

報
用
電
話
番
号
と
し
て
、「
１
１

８
番
」の
運
用
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
、「
１
１

８
番
」
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
海
上
に
お
け
る
事
件
・
事
故
に

　

遭
遇
し
た
、
目
撃
し
た
。

●
油
の
排
出
等
を
発
見
し
た
。

●
不
審
な
船
を
見
た
。

●
密
輸
・
密
航
事
犯
等
の
情
報
を

　

得
た
。
等

問
い
合
わ
せ

　

宇
和
島
海
上
保
安
部
管
理
課

　

☎
０
８
９
５-

２
２-

１
５
９
１

　
「
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
８
」
は
聴
覚
や

発
音
に
障
が
い
の
あ
る
方
の
た
め

の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用

し
た
緊
急
時
の
通
報
サ
ー
ビ
ス
で

す
。
海
で
の
事
件
・
事
故
に
関
す

る
緊
急
時
の
通
報
は
「
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１

１
８
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

海
上
保
安
庁
警
備
救
難
部

　

☎
０
３-

３
５
９
１-

６
３
６
１

　

愛
媛
県
森
林
環
境
税
の
趣
旨
に

即
し
、
県
民
が
自
ら
企
画
立
案
し

て
実
行
す
る
森
林
林
業
に
関
す
る

事
業
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
限

　

令
和
２
年
１
月
31
日
㈮

提
出
方
法

　

所
管
す
る
県
地
方
局
森
林
林
業

課
へ
所
定
様
式
を
郵
送

問
い
合
わ
せ

　

愛
媛
県
森
の
交
流
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
９-

９
９
０-

７
０
１
７

　

既
設
の
県
営
住
宅
に
空
家
が
生

じ
た
場
合
に
入
居
し
て
い
た
だ
く

世
帯
を
、
次
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。
今
回
の
申
込
み
は
、
次
年
度

の
抽
選
日
の
前
日
ま
で
有
効
で

す
。

申
込
期
間

　

令
和
２
年
２
月
３
日
㈪

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〜
10
日
㈪

※

申
込
書
の
配
布
は
１
月
14
日
㈫

か
ら

申
込
場
所

　

愛
媛
県
南
予
地
方
局　

建
設
部

　

建
築
指
導
課

入
居
順
位
の
抽
選

【
抽
選
日
時
】

　

令
和
２
年
３
月
５
日
㈭

　

13
時
30
分
〜

【
抽
選
場
所
】

　

南
予
地
方
局　

３
階
会
議
室

家　

賃

　

申
込
者
等
の
収
入
等
に
基
づ

き
、
公
営
住
宅
法
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。

申
込
資
格

　

次
の
項
目
全
て
に
該
当
す
る
者

▼
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
同
居
し

よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
り
、
住
宅

に
困
窮
し
て
い
る
者

13 2020-1　広報  きほく

（
単
身
者
で
も
申
込
み
が
可
能
な

場
合
が
あ
り
ま
す
）

▼
公
営
住
宅
法
に
定
め
る
収
入
基

準
に
適
合
す
る
者

▼
入
居
申
込
者
お
よ
び
同
居
し
よ

う
と
す
る
親
族
が
、
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
行
為
の
防
止
等
に
関
す

る
法
律（
平
成
３
年
法
律
第
77
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力

団
員
で
な
い
こ
と

入
居
予
定
日

　

空
家
が
出
来
次
第
、
入
居
順
位

に
従
い
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

愛
媛
県
建
築
指
導
課

　

☎
０
８
９
５-

２
２-

５
２
１
１

県
営
住
宅
の

空
家
待
ち
入
居
者
を
募
集

令
和
２
年
度
森
林
環
境
保
全

基
金
公
募
事
業
の
提
案
募
集

１
月
18
日
は
１
１
８
番
の
日

海
で
の
事
件
や
事
故
は

　
　

 

「
Ｎ
Ｅ
Ｔ
１
１
８
」へ

募
集
等

Information

新成人の皆さんへ「国民年金」のお知らせ
　国民年金は年を重ねたときや、いざというときの生活を、現役世代皆で支え
ようという考えで作られた仕組みです。
※令和元年10月から、20歳到達に伴う国民年金加入の手続きは廃止されました。
　20歳になった方には、日本年金機構から「国民年金に加入したこと」のお知
　らせが届きます。

問 宇和島年金事務所　国民年金課　☎0895-22-5440（音声案内）
　 町民生活課　保険年金係　内線 2115

【国民年金のポイント】
①将来の大きな支えになります！
　国民年金は、20歳から60歳までの人が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任をもって運営するため安定していますし、年金の給付は生涯にわた
って保障されます。
②老後のためだけのものではありません！
　国民年金には、年を重ねたときの老齢年金の他、障害年金や遺族年金もあ
ります。障害年金は病気や事故で障がいが残ったときに受け取れます。また、
遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた
遺族（「子のある妻」や「子」）が受け取れます。
【「学生納付特例制度」と「若年者納付猶予制度」】
①学生納付特例制度
　学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、
国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育
法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校
および各種学校(修業年限１年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校
に在学する方です。
②若年者納付猶予制度
　学生でない50歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合
に、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。


